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ご報告事項 5

●法人の代理権（在籍確認）

９月報告書

⇒ 法人契約については、現行の事業者の取組も踏まえつつ、利用者目線に立って予見可能性を高める観点か
ら、来店する担当者と法人の関係性を明らかにするために最低限必要な書類の提出を求めるなど、所要の
規定見直し（携帯電話不正利用防止法施行規則第4条）が必要である。最低限必要な書類については、電子
的な書類も排除されないと考えられる。

報告書において、所要の規定見直しとして施行規則の改正が必要としており、それを行うための
法改正についても実施する必要がある。



上限契約台数 中間検証・検討 6

・ ９月の報告書では、「事業者の自主的な取組のルールの適用状況について検証を行い、更にそ
の取組を促進するとともに、必要に応じて、犯罪との因果関係を踏まえながら、何らかのルール
化について検討すべき」とされていた。
・ 本日のWGでは、業界ルールの適用状況について、以下の点を中心に、中間検証いただきたい。
※今回の中間検証・検討した内容を踏まえ、将来的に更なる検証の実施も考えられる。

論点

• 音声SIMに関して、上限契約台数の制限を設けるという現在の業界ルールの進展状況をどの
ように評価するか。

• SMS付きデータSIMについては、SNS型投資・ロマンス詐欺などで悪用実態が認められてい
る中、業界ルールがない状況をどのように評価するか。

• 事業者の業界ルール・自主的な取組を最大限後押しするために、役務提供拒否との関係を明
確化することは考えられるか。
（事業者が役務提供拒否をできるとされているのは、法第11条に定められている本人確認に
応じない場合等であるが、例えば、複数台の契約に対して、役務提供拒否を行うことを可能と
することなど、一定のルール化を図ることについてどのように考えるか。）

• 仮に、以上の取組が不足していると認められた場合、一歩踏み込んだ対策として、更なるルー
ル化を含む対策の強化（例：一律の上限契約台数制限）について、どのように考えるか。

• そのほか、不自然に多数の契約が行われるケースや疑わしい契約が行われるケースに対して、
有効な手立ては何か。





【参考】 上限契約台数 関連規定 8

役務提供拒否との関係性

◎ 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）

（提供義務）

第百二十一条 認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んでは
ならない。

２ 総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又
は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが
できる。

◎ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成十七
年法律第三十一号）

（携帯音声通信役務等の提供の拒否）

第十一条 携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末
設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。

一 相手方又は代表者等が本人確認に応じない場合（当該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。）

二 譲受人等又は代表者等が譲渡時本人確認に応じない場合（当該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限
る。）

三 第七条第一項の規定に違反して通話可能端末設備等が譲渡された場合

四 契約者又は代表者等が第九条第一項の規定による本人特定事項の確認に応じない場合（当該契約者又は代表者等が
これに応じるまでの間に限る。）

五 前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等が交付された場合



【参考】 上限契約台数 これまでの不適正WGでのご意見 9

これまでの構成員からのご意見

• ID・パスワードを軸に本人確認を厳格に管理することができれば、上限契約台数の考え方が不要となる
のではないか。（辻構成員）

• 多数台契約をすること自体に怪しさはないか、また、それが現実化して不正利用されれば、被害規模が
大きくなるのではないかという点について、複数台契約のニーズは様々に想定され、定型的な悪用リス
クを想定できない。常識的な範囲内での台数制限を予防的に設けるという現在の自主的な取組を事業
者に継続してもらいながら、状況を注視していくべきではないか。（中原構成員）

• 複数回線で問題になるケースというのは、無断で譲渡するとか名義貸しだと理解した上で、上限という
よりは目安を決めて、それを超える台数を契約したい人に、使用用途を聞くことも考えられる。もしも申
告内容と異なる利用が発覚した場合には、規約違反として既存の通信契約を全部解除することもありう
る。こうした方法がとれるのであれば、法律ではなくて自主規制でも良いのではないか。（沢田構成員）

５ 上限契約台数
・上限契約台数について、本人確認が適切になされない場合に、大量不正契約に繋がる可能性があるが、利
用者のニーズと不正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。

⇒ 契約台数の上限については、一部利用者からの複数台契約のニーズもあるものの、不自然に多数の契約
が行われるケースもありうる。業界ルールで示されている原則５台を超えての例外的な契約について、使
用用途の事前の確認をする事業者がいることを踏まえ、事業者における自主的な取組を一層強化するべ
きではないか。

⇒ その上で、今後、少なくとも業界ルールの適用状況について検証を行い、更なる自主的な取組を促進す
るとともに、必要に応じて、犯罪との因果関係を踏まえながら、何らかのルール化について検討すべきで
はないか。

報告書とりまとめ


